
再任用者の俸給月額が各級の最低金額
厚生年金・基礎年金が支給されている時月額を決めたのに

国土交通省管理職ユニオン

中 央 本 部（2024.8）

再任用の俸給月額が 1級以外 最低金額
管
理
職
員
に
な
っ
た
皆
さ
ん
、
8
月
8
日

に
人
事
院
勧
告
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

定
年
延
長
も
今
年
4
月
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
が
、
再
任
用
の
方
の
処
遇
は
手
当
て
が

若
干
改
善
さ
れ
た
だ
け
で
す
。
厚
生
年
金
・

基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
た
時
に
決
め

ら
れ
た
金
額
が
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
て
い
ま
す
。

1
級
以
外
は
俸
給
月
額
が
各
級
の
最
低
金

額
よ
り
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

再任用の俸給月額
２級 ２１９，５００円
３級 ２６０，０００円
４級 ２７９，７００円
５級 ２９４，９００円

最初の定年延長（H23.9）の申出は
、厚生年金相当額の支給が引き上
げられる時から開始予定だった。
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